


多様な生物と生態系　良好な生活環境を保全していくまち

■富士愛鷹山麓自然環境保全事業

■生物多様性地域戦略事業

■野生動植物保護事業　など

■大気汚染・悪臭対策事業

■水質汚濁・土壌汚染対策事業

■動物愛護事業

■防疫予防事業

主な取組

構成事業

主な取組

構成事業

現 状
令和3年度

目　標
令和8年度

成果指標

豊かな環境を保ち継承するまち
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自然・生活環境
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基本目標
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良好な生活環境を保全していくまちである
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2

将来のまちの姿

＊「富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に

関する条例」に基づき、森林伐採を伴う開発に対す

る指導を行うなど、森林が有する公益的機能の保

全を図ります。

＊富士山麓において、市民参加によるブナ等広葉樹

の植樹を実施します。

＊市民や市民団体等と協働し、生物の分布状況等を

把握するための調査を実施します。

＊重要種※1の保護・保全や外来種の防除、野生鳥獣

との共存に向けた取組を推進します。

＊生物多様性の保全などに関する市民・市民団体・

事業者の活動を促進するとともに、各主体間の連

携及び協力を推進します。

生物多様性による豊かな恵みを将来の世代に継承

できるよう、市民や事業者等と協働し、自然環境の保

全・再生を図ります。

富士山麓をはじめとした豊かな自然環境は、多様な

動植物が生息する場であるとともに、食や産業と

いった様々な分野における市民の暮らし、経済活動

を支えていることから、将来にわたって豊かな自然

環境を守り育て、次世代に引き継いでいく必要があ

ります。

＊大気・水質等の監視測定を実施するとともに、工場

や事業所に対する指導及び啓発を行います。

＊ごみのポイ捨て防止やペットのふん害防止など、

環境美化や公衆衛生に関する啓発を図ります。

＊感染症の媒体となる害虫の駆除に努めるととも

に、薬剤の配布などにより、地域住民等の効率的な

害虫駆除活動を支援します。

大気や水質などに関して更なる環境改善に努める

とともに、環境美化や公衆衛生向上に向けた取組を

推進することにより、良好な生活環境の確保を図り

ます。

大気・水質に関する環境基準は概ね達成しているも

のの、ごみのポイ捨てやペットのふん害など、個人の

モラルやマナーに起因する問題も発生していること

から、市民が安心して快適に日常生活を送ることが

できるよう、生活環境を良好に保ち続けることが求

められています。

※1　重要種：絶滅種、絶滅のおそれがある種、絶滅のおそれはないものの減少傾向にある種などのこと。

※2　大気環境基準達成率：二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質等やダイオキシン類、有害大気汚染物質の測定において、環境基準を達成している測定結果数の割合。

　　   水質環境基準達成率：河川及び海域の生活環境項目及び健康項目のそれぞれの測定において、環境基準を達成している検体数の割合。

自然環境の

保全・再生

大気及び水質環境基準達成率
※2

大気 水質
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